
<文化センター使用料>

（単位：円）

現行 改定後

平日 5,320 5,420

平日以外 6,640 6,770

平日 10,640 10,840

平日以外 13,280 13,530

平日 15,960 16,260

平日以外 19,920 20,290

平日 21,280 21,680

平日以外 26,560 27,060

平日 1,590 1,620

平日以外 1,990 2,030

１時間当たり 150 160

１時間当たり 300 310

１時間当たり 450 460

１時間当たり 600 620

※　指定管理者制度導入施設のため、改定後の額は条例で定める
　金額です。このため、実際の使用料については条例で定める金
　額の範囲内において、市と指定管理者で定めることになります。

お問い合わせ：

電 話 番 号 ：

1,000円を超え3,000円以下の入
場料等を徴収する場合

3,000円を超え5,000円以下の入
場料等を徴収する場合

5,000円を超える入場料等を徴
収する場合

楽屋・リ
ハーサル

室
（１室に
つき）

3,000円を超え
5,000円以下の入
場料等を徴収する
場合

１時間当たり

5,000円を超える
入場料等を徴収す
る場合

１時間当たり

練習又は準備をす
る場合

教育委員会生涯学習課

４２－０４３５

１時間当たり

大ホール

区分

１時間当たり

基本料金（入場料
等を徴収しない場
合及び1,000円以
下の入場料等を徴
収する場合）

1,000円を超え
3,000円以下の入
場料等を徴収する
場合

１時間当たり

基本料金（入場料等を徴収しな
い場合及び1,000円以下の入場
料等を徴収する場合）


